
登録できる人    安曇野市に住民登録をしている１５歳以上の方 

          成年被後見人の方は登録できません 

登録できない印鑑  (1) 住民基本台帳または外国人登録原票に記録・登録されている氏名、氏もしくは名または氏名の一部を組み

合わせたもので表していないもの 

(2) 職業・資格その他氏名以外の事項を表しているもの 

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの 

(4) 印影の大きさが一辺の長さ８ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺の長さ２５ミリメートルに

収まらないもの 

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの 

(6) 同一世帯ですでに登録されている印鑑 

(7) その他登録を受けようとする印鑑として不適当と認めるもの 

黄色の部分を全て申請者本人が記入

してください。 

〈記入例〉代理人による手続きの場合 

代理人による登録の場合、本人に意思

能力があることが前提です。 

申請者本人が全て記入するのが困難な

場合は、氏名を自署し、申請書余白に

代筆した旨を記入してください。 

自書不能につき代筆  〇〇 〇〇 ㊞ 

登録印を押印してください。 



 

本人が窓口で手続き 代理人による手続き 
ご本人が病気その他の事情で来庁できないときは、代理人

による手続きができます。ご本人の意志に基づく申請であ

ることを確認するため、郵送による照会を行います。即日

の証明発行はできませんのでご了承ください。 
運転免許証など官公署等発行の顔写真付の身分

証明書をもっている 

安曇野市で印鑑登録している保証人がいる 

身分証明による方法 

本人が窓口で登録（来庁） 

＜以下のものを持参＞ 

①運転免許証・パスポート・
住基カード・身体障害者手帳
など官公署等発行の顔写真付
身分証明 

②登録できる印鑑(裏面参照) 

本人が窓口で登録（来庁） 

＜以下のものを持参＞ 

①登録できる印鑑(裏面参照) 

②健康保険証など官公署等発行の

身分証明 

③安曇野市で印鑑登録している方

(保証人)が保証人欄に署名・登録番

号の記入・登録印を押印した申請書 

※保証人が本人と一緒に来庁す

る場合は、保証人の安曇野市民

カード(印鑑登録証)と登録印 

代理人が申請書を持ち帰り、本人が申請書

に記入・押印（来庁・HPダウンロード等） 

本人または代理人が窓口で登録（来庁） 

＜以下のものを持参（本人・代理人共通）＞ 

①申請書に押印した登録する印鑑 
②回答書 
③登録する方の確認書類(保険証等) 

＜代理人のみ以下のものを持参＞ 

④代理人の身分証明書(免許証、保険証等) 

保証人による方法 郵送照会による方法 

代理人が窓口に提出（来庁） 

＜以下のものを持参＞ 

①代理人の身分証明書(免許証、保険証等) 
②登録する方の確認書類(保険証等) 

 

 

  

郵送にて本人の住所宛てに照会書を送付します 

（発送の日から１０日以内に窓口へ来庁してください） 

個人の印鑑を公に立証し、取り引きや不動産の登記などに際し、非常に

重要な役割を果たすものです。このため、印鑑登録については、安曇野

市印鑑条例に基づいて、手続き方法などが厳格に定められています。 

印印鑑鑑のの登登録録（（安安曇曇野野市市民民カカーードドのの交交付付））  

 

 

 

持っている 持っていない 

いる いない 

 

書き方裏面  

 

登録手数料 ３００円 、 印鑑登録証明書１通 ３００円 

 

本人が窓口に提出(来庁) 

＜以下のものを持参＞ 

①保険証・年金手帳など

官公署等発行の身分証明 

②登録できる印鑑(裏面

参照) 

即日登録 後日登録 


